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(57)【要約】
【課題】紫外線によりインプラントの有機汚染物除去を
行うためのインプラント用紫外線照射装置において、イ
ンプラントを処理室内に出し入れする際に、インプラン
ト等が紫外線ランプに接触してこれを損傷・破損するこ
とのないインプラント用紫外線照射装置の構造を提供す
ることである。
【解決手段】開閉扉を有する筐体と、該筐体内に配設さ
れた紫外線ランプと、前記筐体内部でインプラントを保
持するインプラント保持体とを備え、前記紫外線ランプ
とインプラント保持体との間に設けられ、紫外線透過部
を有するランプ保護カバーとを備えたことを特徴とする
。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紫外線によりインプラントの有機汚染物除去を行うためのインプラント用紫外線照射装
置において、
　前記インプラント用紫外線照射装置は、
　筐体と、
　該筐体の内部に配置された紫外線ランプと、
　前記筐体内部でインプラントを保持するインプラント保持体と、
　前記紫外線ランプとインプラント保持体との間に設けられ、紫外線透過部を有するラン
プ保護カバーとを備えたことを特徴とするインプラント用紫外線照射装置。
【請求項２】
　前記紫外線ランプは、前記筺体に取り付けられたランプ保持体に支持され、前記ランプ
保護カバーは、該ランプ保持体に取り付けられたことを特徴とする請求項１に記載のイン
プラント用紫外線照射装置。
【請求項３】
　前記紫外線透過部が網状部材からなることを特徴とする請求項１または２に記載のイン
プラント用紫外線照射装置。
【請求項４】
　前記網状部材と前記インプラント保持体のインプラント保持位置との離間距離は、該網
状部材と前記紫外線ランプとの離間距離よりも大きいことを特徴とする請求項３に記載の
インプラント用紫外線照射装置。
【請求項５】
　前記網状部材が、前記インプラント保持体における隣接するインプラント保持位置に対
応する位置に設けられることを特徴とする請求項３に記載のインプラント用紫外線照射装
置。
【請求項６】
　前記筐体は、インプラント保持体を搬出入するための引出し可能なキャリッジを備え、
　前記保護カバーには、該キャリッジの挿入側に面した前記紫外線ランプの端部を保護す
る端部保護部材が設けられていることを特徴とする請求項１に記載のインプラント用紫外
線照射装置。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、インプラントに紫外線を照射してその有機汚染物除去を行うインプラント
用紫外線照射装置に関するものであり、特に、紫外線ランプを利用してデンタルインプラ
ントの有機汚染物除去を行うインプラント用紫外線照射装置に係わるものである。
【背景技術】
【０００２】
　インプラント、特にデンタルインプラントは失われた歯の機能を代用させることを目的
として顎骨に埋め込まれるものであり、そのデンタルインプラント手術においては、デン
タルインプラントが十分に骨と結合（オッセオインテグレーション）することが肝要であ
る。そのために、例えば、特許第３０７２３０３号公報（特許文献１）の段落０００９に
は、デンタルインプラントに紫外線を照射することによって、当該デンタルインプラント
に付着した有機汚染物を除去することが提案されている。
　しかしながら、この先行文献においては単にアイディアとしての記述がなされているだ
けであり、これを実現した具体的な装置構造まで提案されているわけではない。
【０００３】
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　特に、インプラントの紫外線による洗浄のために、筐体内にインプラントを出し入れす
る際に、筐体内に収納した紫外線ランプに触れて破損させるようなことがあると、インプ
ラントの汚染のみならず、ガラスの破片やランプ封入物による人体への影響も大きく、特
に、この種装置が歯科医院等の現場で使用されることが多いことから、周囲への影響が甚
大となる。
　このように、紫外線ランプの破損を未然に防止するといった観点が考慮されたインプラ
ント用紫外線照射装置の実現が待たれているのが現状である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３０７２３０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この発明が解決しようとする課題は、紫外線を放射する紫外線ランプを用いて人工歯根
などのインプラントの有機汚染物を除去するためのインプラント用紫外線照射装置におい
て、インプラントを処理室内に出し入れする際に、筐体内の紫外線ランプと接触すること
なく、その破損を防止して、ランプ破損によるインプラント等の周囲への汚染や作業者へ
のダメージを防止したインプラント用紫外線照射装置の構造を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、この発明に係るインプラント用紫外線照射装置は、筐体と
、該筐体の内部に配置された紫外線ランプと、前記筐体内部でインプラントを保持する保
持体と、前記紫外線ランプと保持体との間に設けられ、紫外線透過部を有するランプ保護
カバーとを備えたことを特徴とする。
　また、前記紫外線ランプは、前記筺体に取り付けられたランプ保持体に支持され、前記
ランプ保護カバーは、該ランプ保持体に取り付けられたことを特徴とする。
　また、前記紫外線透過部が網状部材からなることを特徴とする。
　また、前記網状部材と前記保持体のインプラント保持位置との離間距離は、該網状部材
と前記紫外線ランプとの離間距離よりも大きいことを特徴とする。
　また、前記網状部材が、前記保持体における隣接するインプラント保持位置に対応する
位置に設けられていることを特徴とする。
　また、前記筐体は、保持体を搬出入するための引出し可能なキャリッジを備え、前記保
護カバーには、該キャリッジの挿入側に面した前記紫外線ランプの端部を保護する端部保
護部材が設けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明のインプラント用紫外線照射装置によれば、インプラントが支持される保持体を
、筐体内に出し入れする際にインプラントが転倒したり、あるいは、キャリッジにインプ
ラント保持体を載置して搬入・搬出する時に、ガイドなどにガタツキが生じても、保護カ
バーによってインプラントなどが紫外線ランプに衝突することがなく、紫外線ランプの損
傷・破損が防止できるものである。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明のインプラント用紫外線照射装置の扉開放時の側断面図。
【図２】図１の横断面図。
【図３】図１のランプ保護カバーを取り除いた断面図。
【図４】図１のインプラント保持体を取り除いた断面図。
【図５】ランプ保護カバーを表す斜視図。
【図６】（Ａ）ランプ保護カバーの正面図、（Ｂ）その拡大断面図。
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【図７】網状部材と紫外線ランプおよびインプラントの位置関係図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１～図４に本発明のインプラント用紫外線照射装置の概要が示されている。図１は扉
開状態の断面図、図２はその横断面図であり、図３は図１のものからランプ保護カバーを
取り除いた状態の断面図、図４は更に図３のものからインプラント保持体を取り除いた状
態の断面図である。
　理解の便宜上、図４をまず参照して説明する。図４において、本発明のインプラント用
紫外線照射装置は、密閉型の筐体１と、該筐体１に対して気密に開閉される扉２とを備え
ている。前記筐体１内は隔壁３によって処理室４とオゾン処理室５とに区画され、処理室
４内には紫外線ランプ６が配設されている。
　上記紫外線ランプ６は、例えば波長１８５～２５４ｎｍの紫外線を放射する低圧水銀ラ
ンプであって、筐体１の奥行き方向に伸びる２つの直線状部分が湾曲部分によって連結さ
れてなるＵ字管状の発光管６ａを有し、この２つの直線状部分が互いに上下に位置する関
係で、直線状部分の長手方向が略水平方向となるように配置されていて、その一方端には
ベース６ｂが取り付けられている。
　図２に示されるように、該紫外線ランプ６はランプ保持体７に支持されて、対向するよ
うに一対配置されている。
　オゾン処理室５には、筐体１内のガスを循環させるファン８と、オゾン除去手段９が配
置されている。オゾン除去手段９は、例えば、無機繊維ペーパーにより形成されたハニカ
ム構造体からなる基体に、たとえば二酸化マンガンよりなるオゾン除去用触媒が担持され
てなるオゾン除去フィルターである。
　前記ファン８によって、処理室４内のオゾンを含むガスはオゾン処理室５に流れ、オゾ
ン除去手段９によってオゾンを除去されて、再び処理室４に流れるように循環される。
【００１０】
　筺体１に設けられる開閉扉２は、この実施例では引き出し型であって、この扉２と一体
にキャリッジ１０が取り付けられており、該キャリッジ１０は筐体１に設けられたガイド
１１よってガイドされて、扉２の開閉と連動して引き出し可能となっている。なお、図示
されてはいないが、この扉２は筐体１に対してシーリング材によって気密に密閉される。
　図３は、扉２と連動するキャリッジ１０上にインプラント保持体１２が載置された状態
の説明図であって、キャリッジ１０上にインプラント保持体１２を載置して扉２を閉める
と、当該保持体１２に支持されたデンタルインプラント１３が、上記一対の紫外線ランプ
６、６間に位置し、かつ該インプラント１３が前記紫外線ランプ６の長さ方向の有効発光
領域内に収まるように配置されている。
　このインプラント保持体１２には複数の保持孔１２ａが所定間隔で形成されており、イ
ンプラント１３は、人体に埋め込まれる螺子部１３ａが上方を向くように、その端部１３
ｂを該保持孔１２ａに挿入することによって支持される。
【００１１】
　図１および図２に示されるように、前記紫外線ランプ６の照射側、この実施例では、図
２の一対の紫外線ランプ６、６が互いに向き合う中央方向側には、前記インプラント保持
体１２との間に位置するように、ランプ保護カバー１５が配設されている。
　その詳細構造が図５および図６に示されていて、ランプ保護カバー１５はランプ保持体
７に取り付けられている。
　まず、図６（Ｂ）を参照して、紫外線ランプ６は保持具７ａに保持され、この保持具７
ａが前記ランプ保持体７に支持されており、このランプ保持体７が筺体１に取り付けられ
ている。
　一方、前記ランプ保護カバー１５は、折り曲げ加工された板状本体部材１５ａからなり
、前記ランプ保持体７に着脱自在に取り付けられている。この本体部材１５ａの紫外線ラ
ンプ６に対向する部分には、複数の紫外線透過部１５ｂ、１５ｂが設けられている。具体
的な一例としては、複数の窓１５ｃが所定の間隔で形成され、その窓１５ｃに金属製の網
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状部材１５ｄが張設されていることにより、該紫外線透過部１５ｂが形成されている。な
お、網状部材１５ｂの代わりに石英ガラスを設けることによって紫外線透過部とすること
もできる。
　この紫外線透過部１５ｂ、１５ｂは、前記インプラント保持体１２における隣接するイ
ンプラント保持位置である保持孔１２ａ、１２ａに対応する位置に形成されている。
　これにより、前記保護カバー１５の上記複数の紫外線透過部１５ｂ、１５ｂは、扉２が
閉じられてインプラント１３が所定の処理位置にセットされた時点で、当該複数のインプ
ラント１３、１３にそれぞれ対応する位置関係となるよう位置付けられる。
【００１２】
　また、図５に示すように、上記本体部材１５ａの前側、即ち、キャリッジ１０の挿入側
の端部には、ランプ６の端部を保護する端部保護部材１５ｅが設けられている。
　そして、図７で示すように、前記紫外線透過部１５ｂの網状部材１５ｄは、紫外線ラン
プ６寄りに配置され、即ち、網状部材１５ｄと紫外線ランプ６との距離Ｌ１が、網状部材
１５ｄとインプラント１３との距離Ｌ２よりも小さい（Ｌ１＜Ｌ２）位置に配置されてい
る。
　こうすることで、網状部材１５ｄが紫外線ランプ６からの紫外光の照射を遮断する影響
を抑えられて、インプラント１３上に影ができることがなく、紫外線がむらなく照射され
る。
【００１３】
　次いで、図１を参照してその作動を説明する。上記構成において、処理すべきインプラ
ント１３が固定されたインプラント保持体１２がキャリッジ１２上に載置され、その状態
で扉２が閉められる。これにより、筺体１は密閉状態となる。
　このとき、インプラント１３は紫外線ランプ６に対向し、かつ、それぞれのインプラン
ト１３、１３がランプ保護カバー１５の紫外線透過部１５ｂ、１５ｂに対応する位置に配
置される。
　その後、紫外線ランプ６を点灯すると、インプラント１３はその紫外線および該紫外線
によって発生するオゾンの作用により洗浄処理される。
　洗浄処理が終了してランプを消灯した後は、ファン８を作動させて筺体１内の雰囲気ガ
スを処理室４からオゾン処理室５に循環する。このガスの循環中に、オゾン除去フィルタ
ー９によりオゾンが除去されて、一連の処理が終了する。
　その後、扉２が引き出されてインプラント保持体１２がキャリッジ１０から取り出され
て、手術に供される。
　この洗浄処理に際して、該インプラント１、キャリッジ１０などが不測の事態で適正位
置から逸脱するようなことがあっても、ランプ保護カバー１５によって紫外線ランプ６へ
の接触や衝突が防がれる。
【００１４】
　なお、上記説明においては、キャリッジ１０は開閉扉２と一体化したものを説明したが
、これとは別体であってもよく、その場合、扉２は、キャリッジ１０のガイド１１とは別
のガイド機構によって引き出し・収納可能に設けられる。
　また、筐体１に対する開閉扉２としては、上記引き出し型の扉以外に、蝶番によるスイ
ング式の回動扉であってもよく、その場合も、インプラント保持体１２を載置するキャリ
ッジ１０は、扉２の開閉とは別に引き出し可能としてもよいし、扉２の回動に連動して水
平状態を保って進退するようにしてもよい。
【００１５】
　以上説明したように、本発明のインプラント用紫外線照射装置においては、筐体の内部
に配置された紫外線ランプと、前記筐体内部でインプラントを保持する保持体とを備え、
前記紫外線ランプと保持体との間に、紫外線透過部を有するランプ保護カバーを設けたこ
とにより、キャリッジに載置してインプラントを筺体に出し入れする際に、不具合等によ
りインプラントやキャリッジなどが適正位置からずれたとしても、ランプ保護カバーによ
り、これらが紫外線ランプに当接することが防止され、ランプの損傷や破損を招くような
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　また、該ランプ保護カバーには、前記キャリッジの挿入側に面した前記紫外線ランプの
端部を保護する端部保護部材が設けられているので、キャリッジの挿入時に、不測の理由
により万一軌道をずれたとしても、ランプを損傷することがない。
　このように、本発明によれば、紫外線ランプの破損といった問題の大きい事故を防止で
きて、安全な作業ができるインプラント用紫外線照射装置を提供できるものである。
【符号の説明】
【００１６】
　１　　　筐体
　２　　　扉
　３　　　隔壁
　４　　　処理室
　５　　　オゾン処理室
　６　　　紫外線ランプ
　７　　　ランプ保持体
　８　　　ファン
　９　　　オゾン除去手段
　１０　　キャリッジ
　１１　　ガイド
　１２　　インプラント保持体
　１３　　インプラント
　１５　　ランプ保護カバー
　１５ａ　本体部材
　１５ｂ　紫外線透過部
　１５ｃ　窓
　１５ｄ　網状部材
　１５ｅ　端部保護部材
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